
住
宅
耐
震
改
修

　▼
対
象
住
宅
　
昭
和
57
年
１
月
１

日
以
前
に
建
築
さ
れ
た
住
宅

▼
対
象
工
事
　
平
成
27
年
12
月
31

日
ま
で
に
完
了
す
る
現
行
の
耐
震

基
準
に
適
合
し
た
改
修
工
事
で
、

工
事
費
用
が
50
万
円
を
超
え
る
も

の▼
対
象
面
積
　
１
戸
に
つ
き
120
平

方
㍍
ま
で
の
住
居
部
分

▼
減
額
内
容
　
工
事
完
了
の
翌
年

度
分
に
限
り
固
定
資
産
税
の
２
分

の
１
を
減
額

※

省
エ
ネ
改
修
及
び
バ
リ
ア
フ
リ

ー
改
修
に
伴
う
減
額
と
同
時
に
適

用
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
必
要
な
物
　
建
築
基
準
法
に
基

▼
問
合
せ
　
税
務
グ
ル
ー
プ
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
８

　
住
宅
改
修
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
制
度
に
つ
い
て 

次
の
３

つ
の
い
ず
れ
か
の
改
修
工
事
を
行
う
こ
と
で
家
屋
に
対
す
る
固
定
資

産
税
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

◎
対
象
と
な
る
の
は
、
住
宅
の
居
住
部
分
の
み
で
土
地
は
対
象
外
で
す
。

◎
い
ず
れ
の
申
請
も
、
工
事
完
了
後
３
ヵ
月
以
内
に
申
告
が
あ
っ
た
も

の
に
限
り
ま
す
。

住
宅
改
修
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　減
額
制
度

お
得
で
す

づ
く
現
行
の
耐
震
基
準
に
適
合
し

た
工
事
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書

（
固
定
資
産
税
減
額
証
明
書
）

省
エ
ネ
改
修

▼
対
象
住
宅
　
平
成
20
年
１
月
１

日
以
前
に
建
築
さ
れ
た
住
宅
（
賃

家
住
宅
は
除
く
）

▼
対
象
工
事
　
平
成
28
年
３
月
31

日
ま
で
に
完
了
す
る
次
の
工
事
で
、

工
事
費
用
が
50
万
円
を
超
え
る
も

の①
窓
の
断
熱
改
修
工
事
（
必
須
）

②
床
の
断
熱
改
修
工
事

③
天
井
の
断
熱
改
修
工
事

④
壁
の
断
熱
改
修
工
事

※

外
気
な
ど
と
接
す
る
も
の
に
限
る
。

▼
対
象
面
積
　
１
戸
に
つ
き
120
平

方
㍍
ま
で
の
住
居
部
分

▼
減
額
内
容
　
工
事
完
了
の
翌
年

度
分
に
限
り
固
定
資
産
税
の
３
分

の
１
を
減
額

※

住
宅
耐
震
改
修
に
伴
う
減
額
と

同
時
に
適
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
必
要
な
物
　
現
行
の
省
エ
ネ
基

準
に
新
た
に
適
合
す
る
こ
と
に
な

っ
た
住
宅
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書

（
建
築
士
な
ど
が
発
行
す
る
証
明

書
）
、
工
事
内
容
が
分
か
る
書
類

な
ど

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

▼
対
象
住
宅
　
平
成
19
年
１
月
１

日
以
前
に
建
築
さ
れ
た
住
宅
（
賃

家
住
宅
は
除
く
）
で
、
次
の
い
ず

れ
か
の
条
件
に
該
当
す
る
人
が
住

ん
で
い
る
住
宅

①
65
歳
以
上
の
人

②
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け

て
い
る
人

③
身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳

な
ど
を
持
っ
て
い
る
人

▼
対
象
工
事
　
平
成
28
年
３
月
31

日
ま
で
に
完
了
す
る
次
の
工
事
で
、

補
助
金
な
ど
を
除
く
自
己
負
担
額

が
50
万
円
を
超
え
る
も
の

①
廊
下
の
拡
幅

②
階
段
の
勾
配
の
緩
和

③
浴
室
の
改
良

④
ト
イ
レ
の
改
良

⑤
手
す
り
の
取
り
付
け

⑥
床
の
段
差
解
消
・
滑
り
止
め

⑦
引
き
戸
へ
の
取
り
替
え

▼
対
象
面
積
　
１
戸
に
つ
き
100
平

方
㍍
ま
で
の
住
居
部
分

▼
減
額
内
容
　
工
事
完
了
の
翌
年

度
分
に
限
り
固
定
資
産
税
の
３
分

の
１
を
減
額

※

住
宅
耐
震
改
修
に
伴
う
減
額
と

同
時
に
適
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
必
要
な
物
　
工
事
内
容
が
分
か

る
書
類
ま
た
は
建
築
士
な
ど
が
発

行
す
る
証
明
書
な
ど

詳しくは裏表紙をご覧ください。

『住まいの耐震化』
やるなら今がチャンス！

スマホで「広報はりま」読もう！

ステップ１　AppStore、Google Playから「i広報紙」を検索してダウンロードする

ステップ２　初期設定（播磨町の郵便番号6750100を入力）
　　　　　※通知するしないや生年月日などは任意で選択してください。

ステップ３　広報はりまの最新号が配信されます
・スマホで広報はりまの最新号をすばやく表示できるので、
　イベントの日時や申し込みを外出先でチェックできます。
・スクラップ機能を使って保存した広報はりまの画像をお友達
　にメールして「一緒に行かない？」という相談にも便利です。
▶問合せ　企画グループ☎079（435）0356
　※このアプリのダウンロードおよび利用は無料ですが、通信費がかかります。

「i 広報紙」の広報はりまをよろしく！

「播磨町公式フェイスブック」もよろしく！

広報はりまのアプリ配信
をはじめました

皆さんの身近な話題を発信しています。
播磨町公式
フェイスブックページ

厚生労働省より　国民の皆さまへ
　日本年金機構への不正アクセス事案では、皆さまの年金情報が流出し、ご迷惑、ご心配をおかけして
おります。申し訳ありません。政府は、皆さまの年金を守ることを最優先に取り組んでいます。
　あわせて、皆さまにお気を付けいただきたいことがあります。

「年金情報流出」を口実にした犯罪にご注意ください！
　日本年金機構を名乗って口座番号を聞き出そう
とする者や、「流出した個人情報を削除してあげ
る」と持ちかけてくる者が現れています。

・日本年金機構から、この件でお客さまに電話や
メールで連絡することは、一切ありません。な
お、流出が確認された方への新しい基礎年金番
号は、郵送でお知らせします

・日本年金機構が、この件でお客さまにお金やキ
ャッシュカードを要求することは、一切ありま
せん

・日本年金機構が、この件でお客さまにＡＴＭの
操作をお願いすることは、一切ありません

ご自分の情報が流出しているのでは？など、ご心
配の方は、右記専用電話窓口またはお近くの年金
事務所へご相談ください。

日本年金機構専用電話窓口
（通話料はかかりません）

0120-818211
受付時間　8：30～21：00

（祝日を除く）

Q&A
Ｑ　今回の不正アクセスにより、私の年金そのものがなく
なったり、減ってしまうことはないのですか？

Ａ　・今回の不正アクセスにより、皆さまの年金そのもの
がなくなったり、減ってしまうことは、ありません

　　・皆さまへの年金支払いの基となる年金記録を管理す
るシステムからの情報の流出や年金記録の改ざんは、
確認されていません

　　・なお、流出した基礎年金番号は、新しい番号に変更
いたします。番号が変わっても、皆さまの他の年金



記録は変わりません
Ｑ　流出した情報を使い、他人になりすますことで、私
の年金が横取りされることはないのですか？

Ａ　・横取りにより、皆さまに年金が支払われなくなる
ことは、ありません。年金は、ご本人に確実に支
払います

　　・年金は、ご本人名義の口座に振り込みます。流出
した情報を使い、他人が年金の振込先を変更する
ことはできません（振込先の変更するためには、
金融機関の証明印やご本人の預金通帳の写しなど
により、日本年金機構がご本人の口座であること
を確認します）

　　・ご不審な点やご不明な点があれば、日本年金機構
専用電話窓口やお近くの年金事務所へお問い合わ
せください

Ｑ　年金の支払いに滞りはでませんか？
Ａ　・年金の支払いが滞ることは、ありません
　　・万が一、支給日の15日を過ぎても支払いがない場

合には、お近くの年金事務所にお問い合わせくだ
さい

89
広報はりま 27.9広報はりま 27.9


